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必 読貸与奨学金

第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）

（読替用）

2023年度

貸与奨学生のしおり

　奨学金の貸与が始まってから終了するまでの手続きや、
返還にあたっての注意などを記載しています。

この冊子では、返還の必要がある奨学金について説明しています。
奨学金の貸与が終わるまで大切に保管してください。



第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の採用者の方は、「令和５年度貸与奨学生のしおり」 から一部内容を
読み替えていただく必要があります。以下の対応表を基に、各資料の該当ページを確認してください。

奨学生のしおり対応表（

令和５年度貸与奨学生のしおり
目次

しおりについて

はじめに

第一部

貸与奨学金に

関わる制度

1.   貸与奨学金制度

2.   貸与奨学生としての心構え

3.   注意事項

1.   保証制度

2.   返還方式

3.   第二種奨学金に係る利率の算定方法

図解 1 〈奨学生採用から貸与終了まで〉

1.   奨学生証

2.   返還誓約書

3.   マイナンバーの提出

4.   奨学金の振込み

5.   奨学金の貸与月額の変更等

6.   貸与中の異動（身分の異動、振込条件の変更）

7.   貸与額通知（年に 1 度の借用金額等の確認）

8.   奨学金継続願（年 1 回）

9.   適格認定（奨学生としての適格性の確認）

10. 進学する場合

11. 特に優れた業績による返還免除

12. 貸与終了時の手続き

図解２〈貸与終了から返還完了まで〉

1.   奨学金の返還

2.   個人信用情報機関の利用

1.   JASSO 災害支援金

2.   スカラネット・パーソナル

3.   奨学金貸与・返還シミュレーション

4.   アンケー卜への協力のお願い

1.  2023 年度貸与月額一覧表

2.  機関保証制度の「保証委託約款」

3.  機関保証制度の保証料（目安）

4.  関係規程

-

P4

P4

-

-

P9～P12

-

-

-

-

P44

P45～P46

-

-

-

-

-

-

-

-

P74～P81

P82～P84

P85

P86～P87

P88

P89

P90～P93

P94

P95

P96

P1～P4

-

-

P5

P6～P7

-

P8

P9

P10～P11

P12～P29

-

-

P30～P31

P32～P38

P39～P40

P41～P42

P43～P44

P45～P46

P47～P49

P50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

第二部

貸与中の手続き

第五部

資料

第四部

お知らせ

第三部

返還

第一種奨学金
（海外大学院学位取得型対象）

の採用者の方が読むページ

貸与奨学生の
しおり

読み替え用
資料

資料名

第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）採用者向け）

対象なし



奨 学 生 証

あなたは独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金の奨学生であることを
証します
社会とのつながりを意識し、自ら主体的な役割を持った社会の担い手として
の自覚を持って勉学に励んで下さい

学 校 名
奨 学 生 番 号
学 籍 番 号

貸 与 の 始 期
貸 与 の 終 期 （予定）
貸 与 月 額

振 込 金 融 機 関 名
店 名
口 座 番 号

機構信用金庫
＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（普通）　　＊＊＊＊＊

2020 年　４月分
2022 年　３月分
88 , 000円

日本学生支援大学

2020KGL0000

奨学　太郞 様　

令 和  ５ 年　４ 月 1 日

所得連動返還方式

第一種奨学金再貸与

・過去に同一区分で第一種奨学金の貸与を受けた者の貸与期間は、現在の学校の修業年限から過去の貸与期間を差し引いた期間となり上記貸与期間と異なる場合があります。 

独立行政法人
日本学生支援機構理事長

吉岡 知哉

貸与奨学生のしおりについて

奨学生証

返還誓約書

受け取る書類・提出する書類と時期

本冊子の中で特に重要な項目をピックアップしました。

（本資料10ページ）

（本資料12 ページ）※機構が指定した期限までに必ず提出してください。

⬅「あなたは日本学生支援機構の奨学
生です」という証明書

⬅「日本学生支援機構から奨学金を借
り、卒業後は約束どおり返還します」
という契約書

※下記の添付書類が必要です。
・あなたの住民票（原本）
・連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書
・連帯保証人の収入証明書
・保証依頼書

●書類は機構から国内連絡者（原則として、連帯保証人と同一の方）宛てに送付します。
●返還誓約書は、機構の指定先へ提出してください。
●奨学金継続願と口座振替（リレー口座）加入申込書のコピーは、本機構へ提出してください。

受け取る書類

学生として
採用されたとき

「貸与額通知書」
（本資料39～40ページ）

「返還誓約書」と添付書類
（本資料12～29ページ）

「口座振替（リレー口座）加入申込書」の
コピー（本資料47ページ）

「貸与奨学金返還確認票」等
（本資料47～49ページ）

「奨学生証」（本資料10ページ）

「奨学金継続願」（本資料41～42ページ）

借り終わるとき

毎年1回
（12月～翌年１月頃）

提出する書類



奨学金貸与・返還シミュレーション

奨学金の受け取り方

※奨学金を受け取れない例

・休学中
・卒業延期（留年）など

（貸与奨学生のしおり88ページ）

（貸与奨学生のしおり45ページ）

（本資料34～38、43～44ページ）

受け取れません

奨学金（毎月 11 日）
※4月は21 日、5月は16日

<日本学生支援機構> 奨学生（あなた）の口座

振込日が土日祝日の場合は、
その前営業日に振込み

「私の返還はどうなるの?」 シミュレーションしてみよう!
　借りる額などの条件を設定することで、毎月の返還額や返還回数などをシミュレーシヨンで
きるシステムです。登録などの手続きも必要なく、条件を設定するだけで簡単にシミュレーシ
ョンできます。

奨学金は、あなた名義の普通預金（貯金）口座に振り込まれます。
振り込まれる金額　=　奨学生証の「貸与月額」マイナス「保証料」



2023年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用

借りている間の変更

奨学金継続の手続き （毎年11月～翌年１月頃）（本資料41～42ページ）

奨学生（あなた）

奨学生（あなた）が
「奨学金継続願」を提出

機構による成績などの審査

連帯保証人 保証人 本人以外の連絡先
（原則として、連帯保証人と同ーの方）

●振り込まれる金額に関する変更（増額・減額など）（本資料30ページ）
　※一時的な増減額はできません。

●あなたや、あなたの奨学金借入れに関係する人の登録情報（氏名・住所:本資料33ページ、
　振込口座：貸与奨学生のしおり46ページ）の変更

●休学・退学・編入学などの学籍上の身分変更がある（あった）場合、予定より早期に卒業
　（修了）する場合、奨学金を途中で辞退する場合（本資料34～38ページ）

「奨学金継続願」（あなたの１年間の収入・支出も報告）を郵送又はインターネットで提出
➡➡機構による成績などの審査➡➡次の年度の奨学金を借りられるかが決定されます。

※学業成績が不振などの場合は、次の年度の奨学金が受け取れなくなることがあり
ます。



 
 
 ＝

（貸与奨学生のしおり77～79ページ）

※ 適用基準あり

　奨学生として採用された後、「返還誓約書」で借用金額等を確認してください。
　また、家庭の経済状況や卒業後の返還額を十分に考慮し、適切な貸与月額に見直してください。
　なお、目安となる奨学金の返還例は貸与奨学生のしおり74ページを参照してください。また、
月々の返還額は「奨学金貸与・返還シミュレーション」（貸与奨学生のしおり88ページ参照）で
も確認することができます。是非、活用してください。

・毎月の返還金額を減額する（減額返還）
・返還を一時停止して先送りにする（返還期限猶予）
・在学中の返還を一時停止して先送りにする（在学猶予）

※救済制度を利用した場合も、返還総額は減るわけではなく、変更はありません。
また、返還期間が長くなったからといって返還総額（利子等）が増えることもありません。

　返還金は、奨学金を借り終わるときにあなたが指定した口座（振替用口座（リレー口座））
から、毎月引き落とされます。

借り過ぎに注意

あなたが返還する金額

返還できないとき─救済制度

本当に必要な金額 ? 借り過ぎに注意!

返還が難しい時は、救済制度の利用を検討してください !

（貸与奨学生のしおり74ページ）

【第一種奨学金の場合】

保証料（天引き） 保証料（天引き）

利　子 利　子

あなたに
振り込まれた

金額

あなたに
振り込まれた

金額

あなたに
振り込まれた

金額

機関保証

収入が少ない
➡減額返還

傷病で入院
➡返還期限猶予

国内の専門学校で資格取得
➡在学猶予

人的保証 機関保証 人的保証

あなたに
振り込まれた

金額

【第二種奨学金の場合】

借
用
総
額

借
用
総
額

返
還
総
額

返
還
総
額



2023年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用

　下記の事由が生じたら、すみやかに本機構に連絡のうえ手続きを行ってください。

⑴　海外留学支援制度（大学院学位取得型）の給付期間の変更、給付の辞退
⑵　休学、退学、短縮卒業、早期修了、辞退、復学
⑶　学部・学科の変更
⑷　奨学生本人の改氏名・奨学金振込口座の変更
⑸　奨学生本人の住民票住所の変更（海外住所の変更は届出不要）
⑹　連帯保証人・保証人・国内連絡者の住所変更
⑺　連帯保証人・保証人・国内連絡者の変更（改氏名含む）
⑻　貸与月額の変更

　本機構が期限を定めて書類の提出を求めることがあります。
　期限までに提出しないと、奨学生としての採用を取り消されたり、奨学生としての資格を失ったり
することがあります。
　特に「返還誓約書（兼個人信用情報の取扱いに関する同意書）」 （以下、「返還誓約書」といいま
す）は、必ず期限までに添付書類とともに機構が指定する提出先へ提出してください。期限までに提
出がない場合は、貸与奨学生としての採用が取消になり、振り込まれた奨学金を全額返金しなくては
なりません。
　なお、提出された書類は返却しません。必要に応じて提出書類等の本人控又は写しを保管しておい
てください。

　留学中は、留学先大学が定める安全管理の方針に従うとともに、留学先国・地域又は留学先大学
が指定する保険や海外旅行保険へ加入する、留学先国・地域の安全等に関する情報収集を行う等、
各自で安全管理及び健康管理に努めてください。
　また、旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて３か月以上滞在する者は、その住所又
は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館（在外公館）に「在留届」を提出するよう義務付けら
れていますので、必ず提出してください。
◯外務省「海外安全ホームページ」 https://www.anzen.mofa.go.jp/
◯外務省「在留届電子届出システム『ORRnet』」
 　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
◯外務省海外旅行登録「たびレジ」 https ://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3.　注意事項

■異動願等の手続き厳守

■提出期限を守る

■安全管理について



 

　

 

 

①あなた（申込者本人）が本機構に奨学金を申し込みます。同時に保証機関である「公益財団法人日本国際
教育支援協会」（以下、「協会」という）に対し保証委託を申し込みます。

②保証機関（協会）が債務の保証をし、本機構が奨学生として採用します。
③本機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料を差し引き、本人の口座に振り込みます。
　※奨学金から差し引いた保証料は、本機構が本人に代わり保証機関（協会）に支払います。
④貸与終了後、奨学金の返還が開始されます。本機構に対し約束どおりの返還をしていただきます。
　（保証料を含む貸与総額を返還していただきます）

●第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）を借りる際は、「機関保証」に加え、「人
的保証」の両方の加入が必要となります。

●機関保証制度とは、本機構が指定する保証機関の連帯保証を受ける制度です。なお、保
証機関に保証料を支払う必要があります。
⇒あなたや連帯保証人・保証人が奨学金の返還を一定期間延滞した場合、あなたや連帯
保証人・保証人に代わって保証機関が機構に対して返済をします。
その後、保証機関があなたに対し、本機構に支払った額を一括して請求します。

●人的保証制度とは、あなたの父母・親戚等に連帯保証人と保証人を引き受けてもらう制
度です（本機構が定める条件があります）。
⇒あなたが奨学金の返還を一定期間延滞した場合、連帯保証人・保証人にも延滞のお知
らせや返還の請求・督促等を行います。

●両方の保証を受けても、奨学金はあなた自身が責任を持って返還する必要があります。

1.　保証制度

１-１.　奨学金の申込みから返還まで

第一部　貸与奨学金に関わる制度

約
契
証
保

構
機
援
支
生
学
本
日

日本国際教育支援協会（保証機関）

奨学金貸与契約

① 奨学金申込み

② 採用決定

②
保

証

③

料
証
保

保　証
④ 返　還

③ 奨学金振込み
　（保証料差し引き）
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2023年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用

①あなたが奨学金の返還を延滞した場合、本機構はあなた及び連帯保証人・保証人に対して返還
の催促を行います。

②返還開始から６か月経過後に延滞３か月以上となった場合、あなたの個人情報（延滞情報）が
個人信用情報機関に登録される対象となります。
※催促にも係わらず返還に応じない場合は、返還期日が到来していない分を含めた返還未済額
（元金、利子（入学時特別増額貸与奨学金（第二種奨学金））、延滞金）を一括で請求します
〔期限の利益の喪失〕。

③さらに延滞が続いた場合、本機構は保証機関（協会）に対し、あなたの奨学金の返還未済額
（元金、利子（入学時特別増額貸与奨学金（第二種奨学金））、延滞金）を請求します〔代位
弁済請求〕。

④保証機関（協会）が本人に代わり本機構へ債務を弁済します〔代位弁済〕。また、あなたの個
人情報（代位弁済の情報）が個人信用情報機関に登録されます。
※保証機関（協会）は、機構が持っていた本人への債権を取得します。

⑤保証機関（協会）があなたに対し、本機構に支払った額（代位弁済額）を一括して請求します。
〔求償権の行使〕。

⑥あなたは保証機関（協会）に対し、代位弁済額を返済しなければなりません。また、代位弁済
額の返済が滞ったときは、年10％の遅延損害金が加算されます。返還に応じない場合、法的手
続き（財産・給与の差し押さえ等）を行います。

⑦あなたが保証機関（協会）に代位弁済額を完済した場合、保証機関（協会）は代位弁済後の完
済情報を本機構に提供します。（代位弁済実行後５年以内）。

⑧本機構からの提供により本人の個人情報（代位弁済後完済情報）が個人信用情報機関に登録さ
れます（代位弁済実行後５年以内）。

１-２.　奨学金の返還を延滞した場合 第
一
部
　
貸
与
奨
学
金
に
関
わ
る
制
度

奨学生
（返還者）

個人信用
情報機関日本学生支援機構

日本国際教育支援協会
（保証機関）

①延滞

⑤代位弁済額の請求
 〔求償権の行使〕

②延滞情報

⑦
代
位
弁
済
後

　
完
済
情
報

④
代
位
弁
済

③
代
位
弁
済

　
請
求

④代位弁済の情報

⑧代位弁済後完済情報
①督促

⑥代位弁済額の返済



（１）「利率固定方式」と「利率見直し方式」
　利率は、奨学金の申込時に選択した「利率の算定方法」に基づいて算定されます。それぞれの
方式の詳細は、以下のとおりです。

※「貸与終了時点に決定した利率」とは、奨学金の交付に充てた資金の借り換えに充てる財政融資資
金（第二種奨学金の財源として固から借り入れた資金）の利率を指します。財政融資資金の借り換
えと併せて債券を発行した場合は、財政融資資金と債券の利率を加重平均して利率を決定します。

　貸与終了時点に決定した利率が返還完了まで適用されます。将来、市場金
利が変動した場合も、返還利率は変動しません。

　貸与終了時点に決定した利率を、返還期間中おおむね5年ごとに見直しま
す。将来、市場金利が上昇した場合は、貸与終了時の利率より高い利率が適
用され、市場金利が下降した場合は、貸与終了時の利率より低い利率が適用
されます。

●入学時特別増額貸与奨学金（一時金の第二種奨学金）の利率の算定方法は、①「利率固
定方式」と②「利率見直し方式」 があり、申し込む際にいずれか一方を選択します。

●入学時特別増額貸与奨学金は初回振込時に全額振り込まれ、利率及び「利率の算定方法」
がその時点で確定するため、利率の算定方法の変更はできません。

●実際の利率及び割賦金は貸与終了後に、本機構より「第二種奨学金の返還条件等通知お
よび口座振替（リレー口座）加入通知」で通知します。

●いずれの方式も、基本月額に係る利率は財政融資資金（以下、財投）等の利率が適用さ
れ、年3.0%を超えることはありません。奨学金貸与中、在学猶予中及び返還期限猶予中
は、無利子です。

３.   入学時特別増額貸与奨学金に係る利率の算定方法

３-１.　二つの利率算定方法
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◯「利率固定方式」と「利率見直し方式」について

①利率固定方式

②利率見直し方式
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第二部　貸与中の手続き

図解 １　<奨学生採用から貸与終了まで＞

■採用に係る書類の受取り■

■適格認定に係る書類の受取り■

①「奨学生証」

②「返還誓約書」★要提出

③保証依頼書（兼保証委託契約書）
　★要提出

①「奨学金継続願」
②「貸与額通知書」

採　用　決　定

奨学金交付

適　格　認　定

貸　与　終　了

継　　　　続

廃　止

廃　止

停　止警　告

辞　退

採用取消 「返還誓約書」★要提出

図解２へ（本資料 50ページ）

「返還誓約書」未提出

《復活の場合》

次年度4月以降の奨学金を希望しない場合

「奨学金継続願」未提出

「奨学金継続願」の提出

《適格》

（11月～翌年１月頃）

奨学生
学修状況届

（全額返金）



学

 
 

    ・・・

623 06 000000

5 4 1

2023KG L0000

2023　年　4月分
2025　年　3月分
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１.   奨学生証

●「奨学生証」は、あなたが本機構の奨学生であることを証明するものです。
●奨学金申込み時（予約採用の人は進学届提出時）の内容が印字されています。
●印字内容に誤りがある場合は、本機構へ申し出てください。なお、再発行はされません。
●第一種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金（一時金の第二種奨学金）の奨学生証は、そ
れぞれ発行されます。

❶奨学生番号
　奨学生番号は、奨学生一人ひとりに与えられる固有の番号です。奨学金に関する届出等を行う
場合は、奨学生番号が必要となります（奨学生番号のしくみは次ページ参照）。
❷氏名
　氏名が誤っている場合は、本機構に申し出てください。ただし、訂正・変更しても再発行はさ
れません。
　なお、旧字体や異字体などの外字は対応していません。通用字体での登録になります。
〔旧字体の使用字体例〕𠮷→吉、祐→祐
❸貸与の始期
　貸与の始期とは、奨学金の開始年月（何年何月分から借りるのか）のことです。

※見本は貸与奨学生のしおり作成時点のものです。ご了承ください。

❶

❷

❸
❹
❺

❻

❼

❽
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奨学生番号のしくみ

❹貸与の終期
　貸与の終期とは、奨学金の終了年月（何年何月分まで借りるのか）のことです。貸与の途中で
奨学金を辞退したり、退学した場合は、貸与の終期は早まります。
❺貸与月額
　あなたが選択した奨学金の月額が印字されています。
❻保証料月額
　保証料は奨学金の種類（第一種奨学金、第二種奨学金）、貸与月額、貸与期間及び返還期間等
を基に算出しています。

❼振込金融機関名
　本支店名・口座番号は、個人情報保護の観点から印字していません。振込口座の変更手続きは
貸与奨学金のしおり46ページを参照してください。
❽その他制度適用者
以下の制度適用者に印字されています。

（ア）定額返還方式又は所得連動返還方式
　奨学金申込み時に選択した返還方式が印字されています（返還方式については貸与奨学生の
しおり９ページを参照してください）。

（イ）第一種奨学金再貸与
　再貸与を申し込み、採用された人に印字されています。
※過去に第一種奨学金の貸与を受けたことがある人は、すべての学種を通じて１回に限り、同一
学種（課程）で現に在学する学校の標準修業年限まで、再度、貸与を受けることができます。

複数月分の奨学金がまとめて振り込まれる場合の保証料は、保証料月額に月数を掛けた金額
とならないことがあります。

奨学生番号は、11桁の番号で構成されています。（例: ６２３-０６-００００００）

第一種奨学金

①貸与種別

①貸与種別（１桁）

第一種奨学金
（無利息）

大学院

第二種奨学金
（無利息）

6 23

23 06 7
06 ◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯8

6 06

8

②採用年度

②採用年度（西暦下２桁）
例　2 0 2 3年→2 3

③学種

③学種（２桁）

④通し番号

④通し番号（6桁）

第二種奨学金

①    ②　　  ③　　 ④

第一種奨学金（月額）と入学時
特別増額貸与奨学金で採用され
た場合、入学時特別増額貸与奨
学金用（第二種奨学金）の奨学
生番号が別に付番されます。こ
の時、第二種奨学金の通し番号
の上１桁は「7」となります。



（１）返還誓約書とは
　返還誓約書は、これからあなた（奨学生本人）が貸与を受ける奨学金の貸与及び返還の条件等
を確認するために作成します。

（２）返還誓約書の提出
　本機構が指定する提出先へ定められた期限までに必ず提出してください。提出のない場合は、
「返還誓約書未提出者」として採用時にさかのぼって奨学生の身分を失います（すでに振り込ま
れた奨学金全額を速やかに一括返金する必要があります）。

（３）返還誓約書の内容
　返還誓約書には、あなた（奨学生本人）が「進学届」又は「申込書」で届け出た情報に基づ
き、借用金額、貸与の条件（予定）、返還の条件（目安）、保証の種類（機関保証及び人的保
証）等が印字されています。印字内容に訂正・変更がある場合は、本機構に申し出てください。

（４）返還誓約書の提出期限
　返還誓約書は採用月（初回振込月）の下旬（４月採用者は５月初旬）に国内連絡者宛に送付し
ます。返還誓約書の提出期限は下表のとおりです。

２-１.　返還誓約書の提出（貸与開始時の手続き）

２.   返還誓約書（兼個人信用情報の取扱いに関する同意書）

●「返還誓約書」は、あなた（奨学生本人）と本機構の金銭消費貸借契約を明確にする
契約書です。

●奨学生全員が、必ず、「返還誓約書」を提出期限までに提出しなければなりません。
●「返還誓約書」には、「進学届」又は「申込書」で記入した内容が印字されていま
す。内容の訂正・変更は、本機構に申し出てください。

●署名・押印の不備、記入漏れ、添付書類の不足等がないよう、提出する前に十分に確認して
ください。

●本機構の審査により不備が見つかった場合は、返還誓約書が返送されますので、不備を解消
したうえで再提出してください。なお、不備が解消されるまでの間、奨学金の振込みが止ま
ることがあります。

●併用貸与（第一種奨学金と第二種奨学金の両方の貸与）を受ける人は、第一種奨学金と第二種奨
学金（入学時特別増額貸与奨学金を含む）の返還誓約書をそれぞれ作成する必要があります。

※土日祝日の場合は、その後営業日になります。

採用月 返還誓約書
送付

返還誓約書
提出期限

返還誓約書
提出期限

4月

5月

6月

7月

採用月

10月

11月

12月

1月

5月初旬

5月下旬

6月下旬

7月下旬

返還誓約書
送付

10月初旬

11月下旬

12月下旬

1月下旬

7月20日

8月20日

9月20日

10月20日

1月20日

2月20日

3月20日

4月20日
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令和　5　年　4　 月　1　日

622 06 000000

2023年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用

（１）親権者
　民法で定められた親権者のことです。奨学生本人が未成年の場合、通常は父母が親権者とな
ります。父母のいずれかがいない場合は１人となります。

（２）後見人
　民法で定められた未成年後見人のことです。親権者がいない場合に法定代理人となる人を指
します。

（１）連帯保証人
　奨学金の返還についてあなた（奨学生本人）と同等の責任を負い、あなた（奨学生本人）が
返還しないときは、その全額について返還をしなければなりません。
　次の条件すべてを満たす必要があります。
①あなた（奨学生本人）が未成年者の場合は、その親権者（親権者がいない場合は未成年後見人）。
②あなた（奨学生本人）が成年者の場合は、あなたの父母。父母がいない場合は、あなた（奨
学生本人）の兄弟姉妹・おじ・おば等の４親等以内の親族。

③返還誓約書の誓約日時点で未成年者でない方。また、返還誓約書の提出後に連帯保証人を変
更する場合は、その届出日現在で未成年者でない方。

④学生でない方。
⑤あなた（奨学生本人）の配偶者・婚約者でない方。
⑥債務整理中（破産等）でない方。
⑦貸与終了時（貸与終了月の来日時点）にあなた（奨学生本人）が満45歳を超える場合、その
時点で60歳未満である方。

２-２.　親権者・後見人

２-３.　連帯保証人・保証人の選任条件
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【返還誓約書に記入する項目】

あなた（奨学生本人）の署名

返還方法の選択

保証人の署名・押印（実印）

親権者（2）の署名

本人以外の連絡先の人の署名

連帯保証人兼親権者（1）の

署名・押印（実印）

第一種奨学金　（海外大学院学位取得型対象）　の返還誓約書
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（２）保証人
　あなた（奨学生本人）及び連帯保証人が奨学金を返還しないときは、それらに代わって返還
しなければなりませんが、連帯保証人には認められていない「分別の利益」（保証人の返還す
べき金額が、あなたが返還すべき返還未済額の3分の1となること）のほか、「検索の抗弁権」
や「催告の抗弁権」が認められています。次の条件すべてを満たす必要があります。
①あなた（奨学生本人）及び連帯保証人と別生計の方。
②あなた（奨学生本人）の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の４親等以内の親族の方。
③返還誓約書の誓約日時点で65歳未満である方。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更す
る場合は、その届出日現在で65歳未満である方。

④返還誓約書の誓約日時点で未成年者でない方。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更す
る場合は、その届出日現在で未成年者でない方。

⑤学生でない方。
⑥あなた（奨学生本人）又は連帯保証人の配偶者・婚約者でない方。
⑦債務整理中（破産等）でない方。
⑧貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなた（奨学生本人）が満45歳を超える場合、その
時点で60歳未満である方。

【年齢について】
あなた（奨学生本人）及び連帯保証人・保証人の年齢の計算は、「年齢計算二関スル法律（明
治35年12月２日法律第50号）」 によります。

●あなたの父母
●あなた又は連帯保証人と
　同一生計の人
●未成年・学生
●あなたの配偶者・婚約者
●債務整理中の人

●未成年・学生
●あなたの配偶者・婚約者
●債務整理中の人

4 親等以内の親族 =
　・4 親等内の血族
　・3 親等内の姻族
　・本人の配偶者（選任不可）

③　曾祖父母

②　祖父母④　大おじ・大おば

③　おじ・おば ③　おじ・おば③　配偶者

①　配偶者③　配偶者 ①　子 ①　子

②　配偶者 配偶者

①　父母

血族

姻族

本　人

①　父母

③　甥姪 ③　甥姪

②　兄弟姉妹 ②　兄弟姉妹④　いとこ

②　祖父母

③　曾祖父母

保証人に選べない人連帯保証人に選べない人

保証人に選べない人連帯保証人に選べない人

【貸与終了時にあなたが満45歳を超える場合】この人も選べません。

【連帯保証人・保証人に選べない人がいます】

条件つきで保証人に選べる人

●4親等を超える親族
●65歳以上の人

●60歳以上の人●60歳以上の人
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●返還誓約書に印字された日付時点で未成年の場合は、親権者欄は父母ともに署名が必要です。
●親権者欄の印字が一方のみの場合は、本機構に申し出てください（父母のいずれかがいな
い、もしくは未成年後見人が選任されている場合はこの限りではありません）。
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（１）黒又は青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボールペンの使用は認め
られません。

（２）署名について
①あなた（奨学生本人）、親権者・未成年後見人（あなた（奨学生本人）が未成年者の場
合）、連帯保証人・保証人、本人以外の連絡先（原則として連帯保証人と同ーの方）の欄
は、各自が署名してください。同ーの筆跡は認められません。

②奨学生本人欄の署名は、返還誓約書の印字に間違いがないか確認のうえ、あなた（奨学生本
人）が署名してください。

２-４.　連帯保証人・保証人の選任条件の例外

２-５.　返還誓約書記入上の注意（記入例は本資料17～22ページ参照）

　連帯保証人ならば2-3.（1）②、保証人ならば2-3.（2）②の条件だけを満たさない場合、借用
予定総額（保証人は借用予定総額の3分の1）の返還を確実に保証できる資力を有すると認められ
る次の条件を満たす者を選任することができます。

　また、保証人の（2）③の条件だけを満たさない場合、「保証人の選任に係る事情書」（本資料
29ページ参照。コピーして使用可）の提出により、65歳以上の人を選任することができます。
　なお、連帯保証人・保証人が死亡した場合や、債務整理等により選任条件を満たさなくなった場
合は、新たな連帯保証人・保証人の選任が必要となります。

　以下の（ア）（イ）いずれかの条件を満たし、返還予定期間を通じて生活を維持し、借用予定
総額（保証人は借用予定総額の3分の1）の返還を確実に保証することを示す、「返還保証書」
（本資料27ページ参照。コピーして使用可）及び資産等に関する証明書類の提出があること。

（ア）源泉徴収票：（給与所得者）年間収入≧320万円
　　  確定申告書（控） : （給与所得者以外）年間収入≧220万円

（イ）預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等（評価額の分かるもの）
　　 預貯金残高 + 評価額≧借入予定総額（保証人は借用予定総額の3分の1）

※年金収入は給与として取り扱います。
※給与所得者のうち給与収入以外の所得もある者については、年間所得金額（年間所得≧220万円）によ
り判断してください。

※直近の源泉徴収票、確定申告書（控）は直近の所得証明書に代えることができます。

※（ア）（イ）複合の場合は、「返還保証書」（本資料27ページ参照）の4.のⅢにより判断してください。
※預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等（評価額の分かるもの）は、返還誓約書に印字された日付か
ら３か月前以降に発行されたものを添付してください。
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③連帯保証人・保証人の署名は、印鑑登録証明書のとおり署名してください。
返還誓約書には「進学届」又は「申込書」で届け出た情報が印字されています。返還誓約書
に通用字体が印字されている場合でも、印鑑登録証明書の氏名の表記が旧字体の場合は、表
記のとおり旧字体で署名してください。返還誓約書に印字されている通用字体を訂正する必
要はありません。

【書き間違ってしまったら?】
①本人欄の訂正はあなた本人が、親権者欄の訂正は親権者が、連帯保証人欄の訂正は連帯保証
人が、保証人欄の訂正は保証人がします。※代筆は不可です。

②誤った項目（署名、住所等）を全て二重線で消します。
③訂正する人の印を二重線上に押します。
※連帯保証人・保証人は、実印を押してください。
④その欄の中に、改めて正しく記入してください。
※欄の中に正しく記入できるだけのスペースがない場合は、本機構に申し出てください。

（３）押印について
①あなた（奨学生本人）、親権者・未成年後見人（あなた（奨学生本人）が未成年者の場
合）、本人以外の連絡先は、押印不要です。

②連帯保証人・保証人の印（実印）は、朱肉で鮮明に押してください。

（４）続柄について
①続柄が「その他（ ）」と印字されている場合は、（ ）内に具体的な続柄を必ず記入してくだ
さい（例：その他（はとこ） ）。

（５）訂正方法について（本資料21～22ページ参照）
①記入を誤った場合は、その該当欄の人物が訂正する必要があります。
②訂正する項目（氏名、住所等の単位で）を二重線で消して、その該当欄の人物が使用した印
を二重線の上に押し、その直近で、かつ当該者欄内に正しい事項を記入してください。各欄
内での訂正が難しい場合は、本機構に申し出てください。

●住民票や印鑑登録証明書の氏名がアルファベットで表記されている場合は、表記のとおりにア
ルファベットで署名してください。また、住民票氏名がアルファベット、漢字、通称（力ナ氏
名）で併記されている場合は、いずれかの表記のとおりに署名してください。

●一度書いた文字の上から重ねて記入する「なぞり書き」や、書き誤った部分を削る、修正液
を使う、上から紙を貼るなどによる訂正は認められません。

●消せるボールペンは使わない
●ハンコは朱肉で押す（はっきりと! ）
※スタンプ印・ゴム印は不可

●続　柄　そ の 他（　　　 　） ←（ ）内を記入してください。
（例：大おじ・大おば・知人　等）

●なぞり書き
（一度書いた文字の上から書いたり、他の人が書いた文字をなぞったりする）
●一部分だけの修正　●修正液・修正テープの使用
●紙を削る　●上から紙を貼る

【記入上の注意】

認められない例
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❶奨学金の種類

【記入例】 ●各自が署名・押印してください

あなたが貸与を受ける奨学金の
種類が印字されています。
●貸与種別
第一種：（海外大学院）無利子
●保証区分（両方必要）
機関保証：保証機関の連帯
保証を受ける制度
人的保証：連帯保証人及び
保証人の保証を受ける制度

・「進学届」又は「申込書」を審査
した年月日を示します。

・現在の貸与月額で予定の貸与
終期まで貸与を受ける場合の
借用総額です。

・印字内容が正しいことを確認
してください。
・住所は住民票（又は除票）に
記載された住所です。

・「貸与期間」、「貸与月数」、「貸
与月額」及び「貸与額計」は、現
在の貸与月額で予定の貸与終
期まで貸与を受ける場合の内
容が印字されています。

・住民票の表記のとおり署名し
てください（住民票が旧字体
の場合は旧字体のまま署名。
外国籍の方でアルファベット
で表記されている場合はアル
ファベットで、アルファベッ
トと漢字が併記されている場
合はアルファベットか漢字の
どちらかで署名）。

・貸与の条件（予定）で貸与を
受けた場合の返還の条件（目
安）が印字されています。
・返還総額は、本欄の「総支払
額」の金額となります。

❷誓約日

❸借用金額

❹奨学生本人

❺署名

❻貸与の条 （予定）

❼返還の条件（目安）

件

選択した割賦方法は変更できませんので十分検討して✓を記入してください。
なお、所得連動返還方式を選択した場合は月賦返還となりますので、割賦方法選択の必要
はありません。

定額返還方式を選択した場合は、必ず月賦返還1又は併
返還2を選択し チェックボックス を記入してください。

用
、 に✓

623-06-000000

2023 2025

12

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦
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（同一筆跡・同一印は不可） ・印鑑登録証明書の表記のとおり
署名してください（印鑑登録証
明書が旧字体の場合は旧字体の
まま署名。外国籍の方でアルフ
ァベットで表記されている場合
はアルファベットで、アルファ
ベットと漢字が併記されている
場合はアルファベットか漢字の
どちらかで署名）。

・「進学届」又は「申込書」で
届け出た連帯保証人の情報が
印字されています。

・氏名・住所・生年月日・実印
の印影が印鑑登録証明書と同
じことを確認してください。
異なる場合は、当該者による
訂正が必要です。

・奨学金申込時に選択した返還方
式（定額返還方式又は所得連動返
還方式）が印字されています。

・無職の場合は、印字されてい
ません。無職のために空欄と
なっている場合は、訂正不要
です。

・「確認書兼個人信用情報の取扱
いに関する同意書」で届け出た
国内連絡者の情報が印字され
ています。押印は不要です。

・「進学届」又は「申込書」で
届け出た保証人の情報が印字
されています。
・氏名・住所・生年月日・実印
の印影が印鑑登録証明書と同
じことを確認してください。
異なる場合は、当該者による
訂正が必要です。

・あなたが選任した連帯保証人
及び保証人の続柄等により、
必要な添付書類が印字されて
います。添付もれがないよう
によく確認してください。

・「その他（　）」と印字されて
いる場合は（　）の中にあなた
との具体的な続柄を記入してく
ださい。また、4親等以内の親
族でない成人を連帯保証人・保
証人に選任する場合は、「返還
保証書」及び資産等に関する証
明書類が必要です。　

❶署名

（記入上の注意）

❷連帯保証人

❸返還方式

❹続柄

❺添付書類

・黒又は青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボール
ペンの使用は認められません。

・連帯保証人及び保証人の印は実印（添付する印鑑登録証明書と同一印）を
使用し、朱肉で鮮明に押してください。不鮮明の場合は、再提出となりま
す。

・記入を誤った場合は、誤った部分を二重線で消し、各欄内に正しい事項を
記入してください。署名を誤った場合は、フルネームを二重線で消し、再
度正しい署名を行ってください。ただし、連帯保証人・保証人の欄を訂正
する場合は、二重線上に実印を訂正印として押印してください。修正をす
る際、紙貼り、修正液、字消し等を使用すること、なぞり書きをすること
は認められません。

・印字事項を訂正する場合は本機構へ申し出てください。
※訂正方法の詳細は【訂正例】本資料21～22ページを参照してください。

※本ページの返還誓約書（見本）は、「貸与奨学生のしおり」作成時点のものです。ご了承ください。

❻保証人

❼本人以外の連絡先

❽勤務先

①

②

③

④

④

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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・「進学届」又は「申込書」を
審査した年月日を示します。

・入学時特別増額貸与奨学金
の借用額を示します。

・印字内容が正しいことを確
認してください。
・往所は住民票（又は除票）
に記載された住所です。

・住民票の表記のとおり署名し
てください（住民票が旧字体
の場合は旧字体のまま署名。
外国籍の方でアルファベット
で表記されている場合はアル
ファベットで、アルファベッ
トと漢字が併記されている場
合はアルファベットか漢字の
どちらかで署名） 。

・貸与の条件（予定）で貸与を
受けた場合の返還の条件（目
安）が印字されています。
・返還総額は、本欄の「総支払
額」の金額となります。

・「貸与期間」、「貸与月数」、「貸
与月額」及び「貸与額計」は、現
在の貸与月額で予定の貸与終
期まで貸与を受ける場合の内
容が印字されています。

❶奨学金の種類

❷誓約日

●各自が署名・押印してください

❸借用金額

❹奨学生本人

❺署名

❻貸与の条件（予定）

❼返還の条件（目安）

あなたが貸与を受ける奨学金の
種類が印字されています。
●貸与種別
第一種：（海外大学院）入学時特
別増額貸与奨学金：有利子
●保証区分（両方必要）
機関保証：保証機関の連帯保
証を受ける制度
人的保証：連帯保証人及び保
証人の保証を受ける制度

必ず月賦返還1又は併用返還2を選択し、チェックボックスに
✓を記入してください。
選択した割賦方法は変更できませんので十分検討して✓を記入してください。

【記入例】入学時特別増額貸与奨学金

5　年　4　 月　1　日

823-06-000000

2023 4 42023

12

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦
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（同一筆跡・同一印は不可）
❶署名

❷連帯保証人

❸続柄

❹本人以外の連絡先

❺添付書類

・印鑑登録証明書の表記のとおり
署名してください（印鑑登録証
明書が旧字体の場合は旧字体の
まま署名。外国籍の方でアルフ
ァベットで表記されている場合
はアルファベットで、アルファ
ベットと漢字が併記されている
場合はアルファベットか漢字の
どちらかで署名）。

・「進学届」又は「申込書」で
届け出た連帯保証人の情報が
印字されています。

・氏名・住所・生年月日・実印
の印影が印鑑登録証明書と同
じことを確認してください。
異なる場合は、当該者による
訂正が必要です。

・「その他（　）」と印字されて
いる場合は（　）の中にあなた
との具体的な続柄を記入してく
ださい。
　例：大おじ、知人。
また、4親等以内の親族でない
成人を連帯保証人・保証人に選
任する場合は、「返還保証書」
及び資産等に関する証明書類が
必要です。　

・「確認書兼個人信用情報の取扱
いに関する同意書」で届け出た
国内連絡者の情報が印字され
ています。押印は不要です。

・あなたが選任した連帯保証人
及び保証人の続柄等により、
必要な添付書類が印字されて
います。添付もれがないよう
によく確認してください。

・「進学届」又は「申込書」で
届け出た保証人の情報が印字
されています。
・氏名・住所・生年月日・実印
の印影が印鑑登録証明書と同
じことを確認してください。
異なる場合は、当該者による
訂正が必要です。

❻保証人

❼勤務先
・無職の場合は、印字されてい
ません。無職のために空欄と
なっている場合は、訂正不要
です。

※本ページの返還誓約書（見本）は、「貸与奨学生のしおり」作成時点のものです。ご了承ください。

（記入上の注意）
・黒又は青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボール
ペンの使用は認められません。

・連帯保証人及び保証人の印は実印（添付する印鑑登録証明書と同一印）を
使用し、朱肉で鮮明に押してください。不鮮明の場合は、再提出となりま
す。

・記入を誤った場合は、誤った部分を二重線で消し、各欄内に正しい事項を
記入してください。署名を誤った場合は、フルネームを二重線で消し、再
度正しい署名を行ってください。ただし、連帯保証人・保証人の欄を訂正
する場合は、二重線上に実印を訂正印として押印してください。修正をす
る際、紙貼り、修正液、字消し等を使用すること、なぞり書きをすること
は認められません。

・印字事項を訂正する場合は本機構へ申し出てください。
※訂正方法の詳細は【訂正例】本資料21～22ページを参照してください。

①

②

③

③

③
④

⑤

⑥

⑦
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奨学生本人に改氏名があっ
た場合どのように訂正すれば
よいでしょうか。
連帯保証人・親権者（1）欄
に誤って親権者（2）「奨学春
子」が署名・押印してしまいま
した。
どのように訂正すればよいで
しょうか。
連帯保証人・保証人の押印
が不鮮明になったり、朱肉が
にじんで文字がつぶれたりし
てしまいました。
またその印と押印し直した
印が重なってしまいました。
どのように訂正すればよいで
しょうか。
保証人の欄に誤って別人
（機構一男）が署名してしま
いました。印字されている本
来の保証人とは姓が同じで
す。どのように訂正すればよ
いでしょうか。
「進学届」又は「申込書」提出
時に勤務先の電話番号を
誤って記入してしまいまし
た。どのように訂正すれば良
いでしょうか。

（Q１）

（Q２）

（Q３）

（Q４）

（Q５）

Q１の訂正方法
・返還誓約書に印字されてい
る訂正する部分を二重線で消
し、正しい氏名を記入してく
ださい。

・改氏名後（訂正後）の氏名
で署名してください。
・「改氏名届」を本機構に提出
してください。
※改氏名・フリガナ訂正は、届
出金融機関で振込口座の改氏
名・訂正の手続きも必要にな
り、同時に行わない場合は氏
名不一致で振込みが出来ない
場合がありますので注意が必
要です。

●署名・押印・印字の訂正方法【訂正例】
【奨学生情報】

【訂正内容】

印字氏名
　奨　学　生：奨学　太郎
　連帯保証人：奨学　一郎
　保　証　人：機構　明子

623-06-000000

5　年　4　 月　1　日

5　年　4　 月　1　日

12

623-06-000000

12
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［著名の訂正］
・二重線で消し、訂正・変更後の
人物が押印欄に押印した印を訂
正印として二重線の上に押印し
てください。
・署名可能な欄内に再度署名して
ください。
①の箇所に署名が困難でしたら
②③の順で署名可能な箇所に再
度署名してください。
［押印の訂正］
・誤って署名した人物の印を二重
線で消し、その直近で、かつ、
当該者欄内に訂正・変更した人
物の印を押印してください。

・いずれも二重線で消し、その直
近で、かつ、当該者欄内に押印
してください。

・姓が同じでも署名の訂正は全て
訂正してください。
・以下の例は誤った訂正例です。
具体的には署名が名前の部分し
か訂正されていません。また、
訂正後の人物が訂正印を押すべ
きところ、訂正前の人物が訂正
印を押しています。
 ［誤った訂正例］

［印字の訂正］
・返還誓約書に印字されている訂正
部分を二重線で消し、押印欄に
押印した印を訂正印として二重
線の上に押印し、正しい情報を
記入してください。正しい情報
を登録するため、「返還誓約書
記載事項訂正届」（所定の用
紙）にも必要事項を記入し、返
還誓約書に添付してください。

Q2の訂正方法

Q3の訂正方法

Q4の訂正方法

Q5の訂正方法

「返還誓約書記載事項訂正届」（所定の用紙）は
必ず返還誓約書とー緒に提出してください。

選任していた人物によって返還誓約書を提出す
ることが困難になった場合は、提出期限までに
直ちに本機構へ申し出てください。
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　返還誓約書に添付しなければならない書類は次表の通りです。なお、書類はマイナンバーの記
載がないものを添付してください。

①住民票及び印鑑登録証明書は、返還誓約書に印字された誓約日からさかのぼって３か月以上
前に発行されたものは無効となります。

②連帯保証人の「収入に関する証明書類」は、次のいずれかを添付してください（コピー可）。

③連帯保証人や保証人が海外赴任などで、一時的に国外居住となり、「印鑑登録証明書」や「収
入に関する証明書類」を取得できない場合は、本機構ヘ申し出てください。

④連帯保証人・保証人に４親等以内の親族でない人を選んだ場合は、上記書類の他に「返還保証
書」（様式は本資料27ページ参照。コピーして使用可）と資産等に関する証明書類（本資料15
ページ参照）を提出してください。

⑤保証人に65歳以上の人を選んだ場合は、上記書類の他に「保証人の選任に係る事情書」（様式
は本資料29ページ参照。コピーして使用可）を提出してください。

⑥海外転出の手続済で「住民票」が提出できない場合は、国内最終住所地の市区町村役場で発行さ
れる「住民票の除票」（コピー不可、マイナンバーの記載のないもの）を提出してください。

1. 　市区町村で発行された奨学生本人の「住民票」（コピー不可、マイナンバーの記載のないもの）
2. 　「保証依頼書（兼保証委託契約書）」（コピー不可）
3. 　市区町村で発行された連帯保証人の「印鑑登録証明書」（コピー不可）
4.　連帯保証人の「収入に関する証明書類」（コピー可、マイナンバーの記載のないもの、1年間の収入
　　が分かるもの）
5. 　市区町村で発行された保証人の「印鑑登録証明書」（コピー不可）

２-６.　返還誓約書に添付する書類

◯返還誓約書に添付しなければならない書類

◯収入に関する証明書類（※提出時において最新の証明書類）
収入の状態・状況

給与所得又は給与所得以外 所得証明書

納税証明書（その２）

年収見込証明書
保護決定（変更）通知
課税証明書
非課税証明書 市区町村の役場

市区町村の役場

福祉事務所
勤務先

勤務先

日本年金機構等
税務署

税務署

確定申告書（控）［税務署の受付印があるもの］
※電子申告を行った場合は「確定申告書B」に
　「受付結果（受信通知 : 「メール詳細」画面）」
　または、「即時通知」を添付

源泉徴収票

年金振込通知書又は年金額改定通知書

給与所得以外（自営業等）

生活保護受給者

上記の書類が提出できない場合

前年途中・当年に就職した場合
年金（恩給・老齢年金・遺族年金等）

給与所得（給料・賃金・役員報酬等）

確定申告書（控）の提出ができない場合

証明書類 発行所

添 　 付 　 書 　 類



住　民　票
氏 名 生　年　 　 住民

住民票

者

住

　所

本

　

住
所

　

  　年    
  　年    

住　所 番番  
番番地地  

年    

氏　名

年分
（受給者番号）

（フリガナ）

（役職名）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票
氏

　名

住
所
又
は
居
所

支 払
を受け
る 者

種種　

給料・賞与
支  払  金  額

内

控除対象配偶

者の有無等

百万 千 円 内 百万 千 円百万 千 円 百万 千 円

円千 内 千内円 内千

老
人

従
無

従
有

無有

＊

人人 従人人 従人 人従人 人 円 千 円 千 円

円

円

円

給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

配偶者特別
控除  の額

社会保険 料
等 の  金  額

生命保険料
の 控 除  額

住宅借入金等
特別控除の額

地震保険料
の 控 除  額

扶　養　親　族　の　数

特定 老　人 その他 特別 その他
（配偶者を除く）

障害者の数
（本人を除く）

（摘要）住宅借入金等特別控除可能額 円 国民年金保険料等の金額
配偶者の合計所得
個人年金保険料の金額
旧長期損害保険料の金額

円 

 

　

住　所 番番  
番地地番   

年    

氏　名
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「返還誓約書」に必ず添付する書類（見本）
②保証依頼書（兼保証委託契約書）
（記入方法、詳細は25～26ページをご覧ください）

①本人の住民票（市区町村で発行されたもの、コピー
不可、マイナンバー（個人番号）の記載のないもの）
※市区町村によって様式は異なります。

④収入に関する証明書類（連帯保証人、コピー可、
マイナンバーの記載のないもの）

③印鑑登録証明書（連帯保証人、市区町村
で発行されたもの、コピー不可）
市区町村によって様式は異なります

⑤印鑑登録証明書（保証人、市区町村で発行されたもの、
　コピー不可）
市区町村によって様式は異なります

※見本は、「貸与奨学生のしおり」作成時点のものです。ご了承ください。
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①

②

③
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●保証依頼書（兼保証委託契約書）記入上の注意

（1）黒又は青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボールペンの使用
は認められません。

（2）あなた（奨学生本人）及び親権者・後見人欄は、必ず各自が必要事項を記入・署名し
てください。

（3）記入を誤った場合は、該当部分を二重線で消して各自の印を押し、各欄内に正しい事
項を記入してください。

（4）修正をする際、紙貼り、修正液、字消し等を使用すること、なぞり書きをすることは
認められません。

（6）住所欄は住民票住所を記入してください。本人欄に海外住所・海外電話番号・携帯電
話番号を記入しないよう注意してください。住所欄に「同上」と記入することは認め
られません。正しく記入してください。

（5）奨学生番号は必ず記入してください。

（7）その他、記入例及び欄外（注）を参照のうえ、正しく記入してください。

（8）記入・署名後、「機構・協会用」を提出してください。

（左ページ解説）

①返還誓約書の借用金額欄右上に印字されている日付（誓約日）をあなた（奨学生本人）
が記入してください。

②あなた（奨学生本人）の記入・署名は１箇所です。住所は住民票住所を記入してくださ
い。

③連帯保証人・保証人、それぞれの記入・署名が必要です。

奨学生本人も含め代筆不可
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連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を選んだ場合に、提出する必要があります。

このページをコピーして使用してください。

返還（保証人は奨学生本人が返還すべき
返還未済額の3分の1）を確実に保証します。

預貯金・不動産（評価額）等の合計額が貸与予定総額（返還残額）
（保証人は貸与予定総額（返還残額）の3分の1）以上

※返還誓約書に印字された日付の3か月前以降に発行されたもの。返還誓
　約書以外に添付する場合は、記入日の3か月前以降に発行されたもの。

（①返還誓約書に印字された日付。返還誓約書
　提出後に提出する場合は記入日。）

（　   当該人物の署名（自署）押印，印は実印）



年 月 日令和 
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●返還保証書の記入例
当該人物（保証人もしくは連帯保
証人）がすべての項目を記入して
ください。

当該人物（保証人もしくは連帯保証人）
が自署、実印を押印し、「生年月日」と「奨
学生本人との関係」が返還誓約書と一致
するように記入してください。

返還誓約日に印字された日
付を記入してください。

提出可能・不可の証明書類例
（全てコピー可、マイナンバーの記載のないもの）

�

◯所得証明書
◯源泉徴収票
◯年金振込通知書、年金額改定通知書
◯年収見込証明書
◯確定申告書（控）（税務署の受付印があるもの）
　※電子申告を行った場合は， 受付日時が印字された「確定申告書」
　　又は「申告内容確認票」の第一表及び第二表を添付
△特別徴収税額決定通知書（通知書全体を切断せずにA4サイズに
　縮小コピーし，内容を確認できる状態にしたものであれば可）
×給与明細

�

◯預貯金残高証明書（預貯金額）
◯固定資産評価証明書（土地・不動産評価額）
※ （資産が共有名義の場合）持分割合の記載が無いものは不可
　持分割合の記載が無い場合は，「登記事項証明書」（法務局にて取得）
　等，持分割合が明記されている書類の添付が必要

◯取引残高報告書（有価証券残高）
x 通帳のコピー

�～�のいずれかの基準を満たすことを証明書類
で確認のうえ、金額を記入してください。
基準を満たすことを示す証明書類を返還保証書に
添付してください。

「奨学生本人」の氏名、「奨学生番号」、
「生年月日」が返還誓約書と一致するよう
記入してください。

奨  学    五  郎

奨  学    太  郎

昭和�� 4

�� 4 1

25

350

6�� 平成�� 11 1106 ������

知人

連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を選んだ場合に、提出する必要があります。

　私は，1. の「奨学生本人が」借用する，2. の「奨学生番号」の独立行政法人日本学生支援機構学資金について，借用（返還）金額・返還
回数・割賦金等（貸与中はすべて予定）を確認のうえ，4. の「現在の資産等の状況」に記載する資力をもって，返還予定の期間を通じ
て生活を維持し，「奨学生本人」が行う学資金の返還（保証人は奨学生本人が返還すべき返還未済額の3分の1）を確実に保証します。

（①返還誓約書に印字された日付。返還誓約書
　提出後に提出する場合は記入日。）

（　   当該人物の署名（自署）押印，印は実印）
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●借り過ぎに注意し、家庭の経済状況や卒業後の生活設計を十分考慮して月額を選択し
てください。

●ホームページに掲載されている奨学金の貸与額及び返還額等の試算ができる「奨学金貸
与・返還シミュレーション」（貸与奨学生のしおり88ページ参照）を活用してください。

５-１.　奨学金の貸与月額の変更

区　　分

修士課程相当 88,000 50,000
80,000122,000博士課程相当

月　額（円）

（１）奨学金の貸与月額

（２）第一種奨学金の月額変更（増額・減額）
　月額を変更する場合は、本機構のホームページから「貸与月額変更願」をダウンロードし、
必要事項を記入のうえ、本機構に提出してください。
ホーム＞奨学金>在学中の手続き＞海外留学のための貸与奨学金に関する在学中・留学中の
手続き＞第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）在学中の手続き
https://www. jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kaigai/kaigai_1shu_gakui.html

　ただし、短期間に増額や減額を繰り返すことや、一時的な理由による変更は認められません。
　学生生活上継続して必要とする場合に限りますので、計画的に貸与を受けるようにしてくだ
さい。

（３）貸与月額変更時の留意点
　貸与月額を変更するには、返還誓約書の審査が完了している必要があります。
　貸与月額を増額する場合は、「希望する増額始期」には機構への提出月以降を記入してください。連
帯保証人及び保証人の署名・各自の実印を使用しての押印、並びに印鑑登録証明書の添付が必要です。
　減額の場合は「年度内の本人の希望する月」までさかのぼっての変更が可能です。減額を伴
う月額変更の始期が最終振込月よりさかのぼる場合には、すでに振込超過となっているため、
月額変更を処理した月に振込超過分と新月額とを相殺して振り込みます。したがって精算額に
よっては、振込みのない月が生じる場合があります。また、翌年度以降まで振込超過となるよ
うな減額は認められません。

大
学
院

◯「貸与月額変更願」の最終提出期限
該当者

３月で貸与終了となる者
その他の者

貸与終了年度の１月 10 日
貸与終了月の前月 10 日

年度の最終提出期限 ２月 10 日

最終提出期限
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５-２.　併用貸与

５-３.　他の団体や自治体等の奨学金との重複

（４）保証料
　貸与月額の増減により、保証料が変更となります（貸与奨学金のしおり93ページ参照）。

入学時特別増額貸与奨学金
月額に増額して貸与を受けることができる奨学金について（第二種奨学金）

　第一種奨学金と第二種奨学金両方の貸与を受けることを「併用貸与」といいます。併用貸与を
希望する場合は本機構ヘ相談してください。ただし、第一種奨学金の学力基準を満たしているこ
とに加えて、家計基準（年収・所得額の上限）が第一種奨学金よりさらに低い金額となります。
なお、併用貸与を受けた場合は、貸与総額及び毎月の返還額が多額となりますので、将来の返還
のことも十分に考慮して選択してください。

　本機構は、原則として他の団体や自治体等の奨学金との重複を禁止していませんが、他の団体で
は本機構の奨学金との重複を禁じている場合もあります（重複の可否についてはその団体に確認し
てください）。そのような場合には、あなたがどちらの奨学金を受けるか判断してください。

※入学時特別増額貸与奨学金の貸与利率は、基本月額の利率に0.2%上乗せした利率です
　（貸与奨学生のしおり14ページ参照）。

入学時に申込み可能

選択できる金額

10 万円、20 万円、30 万円、40 万円、50 万円

●併用貸与を希望する人については、将来返還する際の負担を考慮して、適切な貸与月額を選
択するようにしてください。
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６. 　貸与中の異動（身分の変動、振込条件の変更）目次

※異動に関する願・届（様式）は本機構ホームページに掲載しています。
ホーム＞奨学金＞在学中の手続き＞海外留学のための貸与奨学金に関する在学中・留学中
の手続き＞第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）在学中の手続き
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kaigai/kaigai_1shu_gakui.html

６.　貸与中の異動（休学、退学、早期卒業、編入学等の身分の異動、
　　振込条件の変更）

●異動とは、奨学生の身分・情報等に何らかの変動があったことをいいます。
●異動の主なものには、休学による休止、退学、早期卒業（修了）による辞退、編入学、
国内連絡者の住所変更等があります。事由毎に所定の用紙がありますので、機構ホーム
ページからダウンロードして必要事項を記入の上、本機構へ提出してください。

●海外に留学しているあなた（奨学生本人）から本機構への届け出となりますので、異
動が生じる場合は、２か月程度の余裕をもって手続きするようにしてください。

●休学、退学、早期卒業（修了）等が発生した月以降に振り込まれた奨学金は、返金し
なければなりません。振込超過が発生しないように、異動が判明したら、電話で早急
に本機構へ連絡し、振り込みの中断（保留）を依頼してください。

項番
ページ

（本資料）

33

34

35

35

36

37

37

38

改氏名、住所変更、連帯保証人、保証人、本人以外の連絡先の変更

休学、退学、早期卒業等の後に振り込まれた奨学金の返金手続き

転学科する時の手続き

編入学する時の手続き

休止（休学する時）

奨学金交付の復活

退学、辞退（海外留学支援制度（大学院学位取得型）の給付を辞
退する時、早期卒業（修了）する時等）

貸与終期訂正の手続き（海外留学支援制度（大学院学位取得型）
の給付期間に変更が生じた時）

６-１

６-２

６-３

６-４

６-５

６-６

６-７

６-８
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（１）改氏名（改姓、改名）
　氏名変更があった場合は、「【海外】改氏名・奨学金振込口座変更届」を本機構へ提出してく
ださい。なお、改名した場合は、公的証明書が必要となります。
　併せて、奨学金を受け取っているあなたの口座の名義変更も必要です。届出がない場合は、
奨学金の振込みができなくなります。

（２）住所変更
　本人（住民票住所）、連帯保証人、保証人、本人以外の連絡先の住所が変更された場合は、至
急「【海外】住所変更届」を提出してください。「住所変更届」により転居の届け出を行わない
と、奨学金の貸与に必要な書類が届かないなど不利益が生じることがありますので注意してくだ
さい。
　※勤務先のみの変更の場合は、貸与終了後に手続きを行ってください。

（３）連帯保証人・保証人の変更
　返還誓約書提出時に、「進学届」又は「申込書」で届け出た連帯保証人及び保証人を変更す
る場合は、返還誓約書等の書類を訂正することで変更できます。
　返還誓約書提出後に変更を希望する場合は、次の書類を本機構ヘ提出してください。

　【提出書類】
①「【海外】連帯保証人・保証人等変更届」
②「返還誓約書の連帯保証人・保証人の同意書」
③新連帯保証人・新保証人の「印鑑登録証明書」
④新連帯保証人の収入に関する証明書類（コピー可）

※変更予定の新連帯保証人・新保証人が本資料13～15ページの選任条件を満たしていることを
確認してください。必要に応じて「返還誓約書」及び資産等に関する証明書類も併せて提出して
ください。また、事前に新連帯保証人・新保証人の了承を得たうえで変更を届け出てください。

（４）国内連絡者の変更
　国内連絡者は、原則として連帯保証人と同一人物を選任しますが、連帯保証人を含め家族全
員が国外在住となり国内連絡先住所に郵便が届かないような場合は、国内連絡者を変更する必
要があります。
　「【海外】連帯保証人・保証人変更届」の本人欄及び国内連絡者欄を記入し、提出してくだ
さい。

６-１.　改氏名、住所変更、連帯保証人、保証人、本人以外の連絡先
　　　   の変更
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（１）休止
①休学（１か月以上の長期欠席を含む）する場合は、奨学金の交付を止めなければなりませ
ん。これを「休止」といいます。休学する場合は、休学する月の前月10日までに、休止の
「【海外】異動願（届）」等、下記の書類を本機構へ提出してください。なお、あなたの都合
（休業等の事実はないが、今月のみ貸与は不要等）による奨学金の中断はできません。

②復学した場合は、次ページで説明する「復活」の手続きをすることにより、奨学金の交付が
再開されることがあります。

【提出書類】
①「【海外】異動願（届）」（休止）
②休学前の最終在籍年月が記載された学校発行の証明書（在籍証明書、成績証明書、履修証明
書等。マイページから取得したものも可）（日本語訳添付）

③休学する学期の授業開始・終了月、最終試験月が記載されているアカデミックカレンダー
（大学ホームページ等より取得、日本語訳添付）

（２）長期にわたる休止
①休止が２年以内に終わった場合は、次ページで説明する「復活」の手続きをすることによ
り、奨学金の交付が再開されることがあります。

②休止が２年を超える場合は、奨学生の資格を失います。休止と停止が連続して２年を超える
場合も同様です。その場合は、「【海外】異動願（届）」の「辞退」欄に記入し、本機構に提出
してください（本資料35ページ参照）。また、「辞退」の手続き完了後に機構から送付さ
れる「返還のてびき」等の案内に従って、奨学金を返還するための振替用口座（リレー口
座）への加入手続きをおこなってください。

（３）単位認定のないインターンシップのみを受講する場合の取扱い
　奨学金の貸与は継続できませんので「休止」又は「辞退」の手続きを行う必要があります。
本機構に連絡し、手続きの方法について相談してください。

６-２.　休止（休学する時）

●修業年限中に休学する場合は、必ず休学前に連絡し、振込みを中止しなければなりません。
●手続きが遅れ、休学後に振り込まれた奨学金は、本機構の指示に従い、すみやかに本機構に
返金しなければなりません。休学する月の前月10日までに手続きが間に合わない場合は、必
ず機構へ連絡して翌月からの振込みを止めるよう依頼してください。
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６-３.　奨学金交付の復活
　「休止」が２年以内に終わり、学校に復学後、「【海外】異動願（届）」により願出があったとき
は、審査のうえ奨学金の交付を再開することがあります。これを復活といいます。
　復活を願い出る際は、下記の書類を復学日から３か月以内に本機構ヘ提出してください。
　【提出書類】

① 「【海外】異動願（届）」（復活）
②在籍証明書（日本語訳添付）
・発行日が復学日以降のもの
・卒業予定年月の記載があるもの
③アカデミックカレンダー（日本語訳添付）

６-４.　退学、辞退（海外留学支援制度（大学院学位取得型）の給付
　　　   を辞退する時、早期卒業（修了）する時等）
（１）退学
　在学中にあなたの都合や授業料未納などによって学籍を失うことを「退学」といいます。退
学する場合は、退学する月の前月10日までに、下記の書類を本機構へ提出してください。
【提出書類】
①「【海外】異動願（届）」（退学）
②退学前の最終在籍年月が記載された学校発行の証明書（日本語訳添付）
　（在籍証明書、成績証明書、履修証明書等。マイページから取得したものも可）
③退学・辞退する学期の授業開始・終了月、最終試験月が記載されているアカデミックカレ

　　ンダー（大学ホームページ等より取得、日本語訳添付）

（２）辞退
　海外留学支援制度の給付を辞退したとき、卒業（修了）が当初の予定より早まったとき、在
学中に奨学金を必要としなくなったときは、「辞退」の手続きが必要です。
　辞退する場合は、辞退する月（早期卒業（修了）する月）の前月10日までに下記の書類を
本機構へ提出してください。
【提出書類】
①「【海外】異動願（届）」（辞退）
②最終在籍年月が記載された学校発行の証明書（日本語訳添付）
　（在籍証明書、成績証明書、履修証明書等。マイページから取得したものも可）

　③退学・辞退する学期の授業開始・終了月、最終試験月が記載されているアカデミックカレ
　　ンダー（大学ホームページ等より取得、日本語訳添付）

●手続きが遅れ、最終在籍月より後に振り込まれた奨学金は、本機構の指示に従い、すみやか
に本機構に返金しなければなりません。退学する月の前月10日までに手続きが間に合わない
場合は、必ず機構ヘ連絡して翌月からの振込みを止めるよう依頼してください。

●手続きが遅れ、最終在籍月より後に振り込まれた奨学金は、本機構の指示に従い、すみやか
に本機構に返金しなければなりません。辞退する月（早期卒業（修了）する月）の前月10日
までに手続きが間に合わない場合は、必ず機構ヘ連絡して翌月からの振込みを止めるよう依
頼してください。
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６-５.　休学、退学、早期卒業（修了）等の後に振り込まれた奨学金
　　　   の返金手続き

（３）退学・辞退（貸与終了）後の手続き
　退学・辞退した場合、いずれも奨学生としての資格はなくなります。本機構より「貸与奨学
金返還確認票」が発行されますので、内容を確認し、住所等に変更がある場合には、本機構
ホームページに掲載している「転居・改氏名・勤務先（変更）届」を提出してください。ま
た、指定された期限までに振替用口座（リレー口座）の加入手続きを行ってください。

（４）退学・辞退（貸与終了）した場合の返還時期
　貸与終了月の7か月後の27日から返還が開始されます。退学・辞退後も引き続き海外の大学
院等に在学し、返還の先送りを希望する場合は、返還期限猶予の手続きをとることができま
す。本機構ホームページに掲載している「奨学金返還期限猶予願」及び在籍校発行の「在学証
明書コピー（日本語訳添付）」（入学前に申請する場合は「入学許可書コピー（日本語訳添
付）」）、ビザのコピー等の必要書類を提出することにより、審査のうえ、卒業まで返還が猶
予される場合があります。

（１）返金の手続きについて
　休学や退学、早期卒業（修了）等の異動がある場合は、原則として異動する月の前月10日
までに手続きが必要ですが、やむを得ず期限を過ぎる場合は、振込みを止めるため、直ちに本
機構に連絡してください。本機構が振込みを止める手続き（振込保留）をします。
　休学や退学、早期卒業等の後に奨学金が振り込まれた場合は、本機構の指示に従い、すみや
かに本機構へ返金しなければなりませんので、十分ご留意ください。

（２）返金方法について
　返金する必要が生じた場合は、奨学金の返金用の「奨学金返戻用振込用紙」（所定の用紙）
を送付しますので、記載された返金額を確認のうえ、金融機関の窓口へ提出して本機構への振
込手続きを行ってください。振込先金融機関を正しく指定している場合、振込手数料は無料で
す（「奨学金返戻用振込用紙」裏面参照）。
　なお、インターネットバンキングやATMからの振込みは本人確認ができない場合があるこ
とに加え、金融機関所定の振込手数料がかかるため、行わないでください。
　返金額は、貸与額から保証料を差し引いた実際に振り込まれた額です。１円単位となります
ので注意してください。

●返還期限が猶予されている期間は、利子は付きません。在学していても、返還期限猶予の手
続きをしない場合は、返還が開始されます。
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６-６.　転学科する時の手続き

６-７.　編入学する時の手続き

　転学科とは、在籍する学校において他の学科・研究科に移ることをいいます。
　海外留学支援制度（大学院学位取得型）の給付対象として転学科後も引き続き給付が認められ
る場合には、第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）も継続して貸与ができます。転学科
後、すみやかに（３か月以内に）下記の書類を提出してください。

　【提出書類】
① 「【海外】転学部・転学科奨学金継続願」
②在籍証明書（日本語訳添付）
・発行日が転学部（科）した日以降のもの
・卒業予定年月、転学科後の学科・研究科名、転学科の時期（◯◯年◯月、◯◯年◯学期）、
   転学科後の学科・研究科で取得する学位（修士号又は博士号）の記載があるもの
③アカデミックカレンダー（日本語訳添付）

　同一学種（大学院（修士課程→修士課程）、大学院（博士課程→博士課程））の他の大学院に編
入学する場合は、従前の在籍校の最終在籍年月をもって、奨学金を「休止」する必要があります。
　同一学種の大学院への編入学にあたり従前の在籍校を退学する際は、「【海外】異動願（休止）」
等の書類を退学する月の前月10日までに本機構へ提出してください。
　海外留学支援制度（大学院学位取得型）の給付対象として編入学後も引き続き給付が認められる
場合には、第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）も継続して貸与ができます。
　同一学種の他の大学院に編入学した日から３か月以内に「【海外】異動願（復活）」及び「【海外】
編入学奨学金継続願（編入学の１）」等の書類を提出する必要があります。編入学後３か月以内に
願出がない場合、奨学金の継続貸与は認められず、従前の在籍校を退学した月で貸与が終了します
ので、ご留意ください。

●転学科により卒業予定期が延長となり、貸与総額が増える場合は、連帯保証人及び保証人の
署名、各自の実印を使用しての押印並びに「印鑑登録証明書」の提出が必要です。

●従前の在籍校を退学後、編入学先の大学院での貸与の可否について審査が完了するまで奨学金
の振込が止まります。編入学奨学金継続が承認された後に、奨学金の振込が再開されます。

●編入学により卒業予定期が延長となり、貸与総額が増える場合は、連帯保証人及び保証人の
署名、各自の実印を使用しての押印並びに「印鑑登録証明書」の提出が必要です。



　貸与終期は、海外留学支援制度（大学院学位取得型）の給付期間の終了年月です。給付期間
に変更が生じた時は、すみやかに下記の書類を本機構へ提出してください。

【提出書類】
●従前の学校の退学月の前月10日までに提出する書類
① 「【海外】異動願（届）」（休止）
②最終在籍年月が記載された学校発行の証明書（日本語訳添付）
（在籍証明書、成績証明書、履修証明書等。マイページから取得したものも可）
③アカデミックカレンダー（日本語訳添付）

●編入学日から３か月以内に提出する書類
① 「【海外】異動願（届）」（復活）
② 「【海外】編入学奨学金継続願（編入学の１）」
③従前の学校の最終在籍年月が記載された学校（従前の在籍校）発行の証明書
④在籍証明書（日本語訳添付）
　・編入学後の在籍校が発行し、発行日が編入学日以降のもの
　・入学年月日、卒業予定年月、取得する学位（修士号又は博士号）が記載されているもの
⑤単位移行証明書
⑥アカデミックカレンダー（日本語訳添付）

【提出書類】
① 「第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与終期訂正願（延長）又は（短縮）」
②海外留学支援制度の支給期間が延長されたことが確認できる書類
③アカデミックカレンダー（日本語訳添付）
④連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書（貸与終期訂正（延長）の場合）

６-８.　貸与終期訂正の手続き（海外留学支援制度（大学院学位取得
　　　   型）の給付期間に変更が生じた時）
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　毎年１回、この１年間の借用状況等について「貸与額通知書」を交付しています。
　「貸与額通知書」をもとに、順調に奨学金の貸与を受けているのか、貸与予定総額はいくら
か、今の月額は適切か、また、今後も奨学金が必要かなどを確認し、将来の返還について、あな
たの計画や見通しを改めて考える機会としてください。
　なお、「貸与額通知書」は必ず連帯保証人及び保証人にも確認してもらってください。
また、あなたが未成年の場合は、必ず、親権者（父母等）又は未成年後見人にも確認してもらっ
てください。
　確認後は、機構が定める期限までに「奨学金継続願」を提出していただくことになります（本
資料41ページ参照）。
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７.　貸与額通知書（年に１度の借用金額等の確認）

●「貸与額通知書」（次ページ参照）は、毎年11月中旬を目処に国内連絡者宛てに送付し
ます。

●「貸与額通知書」には、前年度の「貸与額通知書」でお知らせした期間の次の振込日
（新規に採用された場合は貸与開始時期）から直近の振込日までの奨学金貸与額の明
細が記載されています。

●必ず内容を確認し、内容に不明な点がある場合は、本機構へ申し出てください。



 

独立行政法人
　日本学生支援機構
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※本ページの「貸与額通知書」は、「貸与奨学生のしおり」作成時点のものです。ご了承ください。
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　奨学金の継続を希望しない場合には、「奨学金継続願」を提出せず、直ちに本機構に「辞退」
の「異動願（届）」を提出してください。（本資料35ページ参照）
　辞退後は、速やかに貸与終了後の手続き（本資料47ページ参照）を行ってください。なお、引
き続き海外の大学院に在学し、返還期限猶予の手続きを希望する場合は、所定の手続きが必要で
す（貸与奨学生のしおり79ページ参照）。
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８.　奨学金継続願（年１回）

●奨学生は、翌年度4月以降も奨学金の継続を希望するかどうかを、毎年１回、本機構に
届け出なくてはなりません。この手続きが「奨学金継続願」の提出です。

●「奨学金継続願」提出時には、直近１年間のあなたの収支状況を報告してもらいます
（次ページ参照）。

●「奨学金継続願」を提出後、本機構は奨学生として適格か否か等を確認し、継続の可
否を判断します。その結果によっては、翌年度の奨学金が継続できない場合もありま
す（本資料43～44 ページ参照）。

８-１.　「奨学金継続願」の提出

８-２.　奨学金の継続を希望しない場合

（１）「奨学金継続願」の提出方法
「奨学金継続願」は郵送又はインターネットにて本機構へ提出します。「奨学金継続願」や手
続きに関する説明、記入例等は、11月中旬を目途に国内連絡者を通じて対象者に郵送すると
ともに、本機構のホームページに掲載します。
ホーム＞奨学金>在学中の手続き＞海外留学のための貸与奨学金に関する在学中・留学中の
手続き＞海外貸与奨学金の適格認定
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kaigai/tekikakunintei.html

（２）「奨学金継続願」の提出期限
提出期限は翌年１月下旬を目途に本機構が定めます。定められた期限までに提出してください。

（３）本機構への提出書類
①「奨学金継続願」
②在籍証明書（日本語訳添付）
　・発行日が11月１日以降のもの
③成績証明書及び成績評価基準（日本語訳添付）
　・直近１年間分の成績
④アカデミックカレンダー（日本語訳添付）
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８-３.　「奨学金継続願」を提出しない場合

８-４.　経済状況の報告

　本機構が定めた期限までに「奨学金継続願」を提出しない場合は、「廃止」となり奨学生の資
格を失います。速やかに貸与終了後の手続き（本資料47ページ参照）を行ってください。なお、
引き続き海外の大学院に在学し、返還期限猶予の手続きを希望する場合は、所定の手続きが必要
です（貸与奨学生のしおり79ページ参照）。

　貸与を受けている奨学金の月額が適切か判断する目安とするため、「奨学金継続願」の提出時
に直近１年間の収支状況等を報告してもらいます。
　支出に比べて収入が一定額以上に多いときには、適切な貸与月額を選択するよう、本機構から
指導を受けることになります。
　将来の返還を意識して貸与月額を選択するようにしてください。また、奨学金を含め毎月の収
支についてよく認識したうえで学生生活を送ってください。

（参考）2022年度の適格認定では、直近１年間の収支状況について、次の内容を報告してもらい
ました。これを参考に、日頃から自分の収支を記録する習慣を身に付けるようにしてく
ださい。なお、報告する内容については追加等が生じることがあります。

大学院

あなたの１年間の<収入>

①家庭からの給付（父母等からの仕送りや家庭が支
　払った授業料・家賃等）
②日本学生支援機構の奨学金
③日本学生支援機構以外の奨学金
④アルバイト収入
⑤配偶者の定職収入（定職のある配偶者がいる場合に
　記入）
⑥その他（貯蓄等を取り崩した額や臨時収入等）

①学費（授業料等）
②修学費（図書費・通学費等）
③家賃（共益費等を含む）
④食費（外食費用を含む）
⑤光熱水料通信費（携帯電話・インターネット等の
　通信費を含む）
⑥その他
⑦機関保証制度の保証料

あなたの１年間の<支出>
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　あなたが提出した「奨学金継続願」の内容と平素の学業成績等を総合的に審査し、本機構が適
格基準に基づき奨学金継続の可否等を判断します。「適格認定」は、次ページに記載の「廃止」「停
止」「警告」「継続」の区分に応じて行われます。
　したがって、「奨学金継続願」を提出しても、翌年度も必ず継続して貸与されるとは限りません。

（２）適格認定の３つの要素
　適格認定は、次の３つの要素に基づき行われます。
①人物について
生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを
自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込みがあること。

②学業について
修業年限で確実に卒業（修了）できる見込みがあること。なお、卒業（修了）延期が確定した
人、又は卒業（修了）延期の可能性が極めて高い人等は、適格認定において奨学金は原則「廃
止」となります。

③経済状況について
修学を継続するために引き続き奨学金の貸与が必要と認められること。

9.　適格認定（奨学生としての適格性の確認）

●本機構は、あなたの学修状況や生活状況から、奨学生として採用された後も引き続き
適格性を有しているか否か等を認定し、学業成績等に応じて奨学金継続にかかる必要
な措置をとります。この手続きを「適格認定」といいます。

●「適格認定」の結果によっては、奨学金の貸与が廃止されたり、停止されたりする
ことがあります。

９-１.　適格認定による奨学金の継続

●当年度の取得単位（科目）数が皆無の人、又は極めて少ない人も、奨学金は原則「廃止」とな
ります。
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（３）適格認定の区分
適格認定は、次の区分に応じて行われます。
①廃止……奨学金の交付を取り止めます（奨学生の資格を失います）。
②停止……１年以内で本機構が定める期間、奨学金の交付を停止します。ただし、停止の事

由が継続している場合は、当該停止期間を経過後１年を限度として本機構が定め
る期間、停止を延長します。なお、「停止」からの復活については、後記9-2.を
参照してください。

③警告……（ア）奨学金の交付を継続します。
（イ）学業成績が向上しない場合は、次回の適格認定時以後に奨学金の交付を停

止又は奨学生の資格を失わせることがあることを警告し、指導します。
④継続……奨学金の交付を継続します。

（４）「廃止」「停止」の処置を受けた場合
「廃止」「停止」の場合は、4 月以降の奨学金は振り込まれません。

（１）停止期間満了時の本機構が定める期限までに、交付の再開を願い出る書類を提出してください。
①「奨学生学修状況届」
②「異動願（届）」 （復活）
③卒業予定期が記載された「在籍証明書」
　・停止期間満了月の1 日以降に発行されたもの
④直近１年間分の「成績証明書」

（２）本機構が交付を再開することが適当であると認定した場合、奨学金の交付を復活させるこ
とがあります。

（３）奨学金の交付が停止されている事由（学業不振等）を解消することが必要です。

９-２.　適格認定で「停止」されている人の奨学金交付の復活

●奨学金の交付が停止された期間（休止された期間も含む）が２年を超える場合は、奨学生の資
格を失います。

　適格認定で奨学金の交付が停止されている人の奨学金の交付を再開する手続きは、以下の流れ
となります。

「処置通知」「処置内容について」
　「停止」「警告」のいずれかの処置となった場合は、学業成績向上に向けて、自らが受けた処
置内容を自覚し、学業に精励することがこれまで以上に強く望まれます。本機構から国内連絡
者を通じて配付される「処置通知」及び「処置内容について」の内容を理解したうえで、学業
に精励してください。

９-３.　適格認定で「停止」「警告」と認定された場合の「処置通
　　　   知」等
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11-１.　「特に優れた業績による返還免除」制度

11-２.　返還免除の願出

●この免除申請は希望者が行うものですが、海外の大学院における指導教員等の推薦が必要とな
ります。

11.　特に優れた業績による返還免除

●本制度は、外国の大学院において第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の貸与を受
けた学生であって、貸与期間中に特に優れた業績を挙げた人として本機構が認定した場
合に、貸与終了時に奨学金の全額又は半額の返還が免除される制度です。

●本制度への申請を希望する場合は、貸与が終了する年度に、機構のホームページを確認し
て、機構が指定する申請期間中に、申請に必要な書類を全て揃えて申請してください。

（１）概要
　第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の貸与を受けた学生であって、貸与期間中に特
に優れた業績を挙げた人として本機構が認定した場合に、貸与終了時に奨学金の全額又は半額
の返還が免除される制度です。
　返還免除の認定は、機構において開催する海外留学支援制度（大学院学位取得型）実施委員
会の審議に基づき、専攻分野に関する論文、その他の文部科学省令で定める業績を総合的に評
価することにより推薦者を決定します。

（２）対象者
　第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の貸与期間中に在学している課程で、特に優れ
た業績を挙げた人。

（１）申請期間
　貸与が終了する年度に、機構のホームページで、機構が指定する申請期間を確認してくださ
い。申請期限を過ぎて願い出ることはできません。
　辞退・退学等の異動により貸与終了する場合は、「異動願（届）」を提出のうえ、申請期間
中に願い出てください。特に年度末間近の辞退・退学等の異動については、手続期限に十分注
意してください。

（２）願出方法
　返還免除を希望する人は、機構のホームページを確認して願い出てください。申請書と併せ
て業績を証明する資料等の提出が必要となります。
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11-３.　認定

11-４.　その他

（３）貸与終了時の手続き
　貸与が終了する時に、振替口座（リレー口座）への加入手続きを必ず行ってください。

（１）本機構の認定
①返還免除者の認定は、学識経験のある委員により構成する業績優秀者奨学金返還免除認定
委員会の審議を経て行います。

②全額免除、半額免除の認定は、推薦された奨学生に付された順位の上位１/３以内の人を全
額免除とし、それ以外の人を半額免除とすることを基本とします。ただし、業績優秀者奨
学金返還免除認定委員会で認定されない場合があります。

（２）認定結果通知
　業績優秀者奨学金返還免除認定委員会で認定後、国内連絡先に通知します。

（１）年度途中に貸与が終了する人へ
　当該年度の早い時期に辞退・退学等により貸与が終了する人については、免除の認定結果が
出る前に返還期日が到来することがあります。返還免除を希望する人は、認定結果が確定する
までの間に返還が始まらないよう、速やかに「奨学金返還期限猶予願」（貸与終了時に配付さ
れる「返還のてびき（ダイジェスト版）」参照）を提出してください。提出により貸与が終了
した月の翌年度の９月末日までの期間、返還期限を猶予（返還の先送り）します。

（２）半額免除の認定を受けた場合
　半額免除の認定を受けた人は、借用金額から免除額を差し引いた金額で返還が開始されます。

（３）機関保証制度における保証料について
　機関保証制度の加入者が全額免除となった場合は、返還完了となり、保証料が一部返戻され
ます。半額免除の場合は、残額の返還を完了した後に、保証料が一部返戻されます。なお、原
則、保証料の振込先は、振替用口座（リレー口座）となります。
（注）保証料の返戻は、公益財団法人日本国際教育支援協会が行っております。
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12.　貸与終了時の手続き

●本機構から「貸与奨学金返還確認票」と「口座振替（リレー口座）加入申込書【窓口
用】」を送付します。

●「貸与奨学金返還確認票」の印字内容を確認してください。
●奨学生全員が振替用口座（リレー口座）の加入手続きを行う必要があります。
●加入手続きをした後、「口座振替（リレー口座）加入申込書」［様式３] の「預・貯金者
控」のコピーを本機構へ提出してください。

12-１.　貸与奨学金返還確認票

12-２.　振替用口座（リレー口座）

（１）内容の確認
　貸与終了時に交付される貸与奨学金返還確認票（以下、「返還確認票」といいます）には奨
学金の借用金額等、返還に係る情報が印字されています。連帯保証人及び保証人に、必ず確認
してもらってください。

（２）内容の変更・人物の変更
　「返還確認票」の印字内容に変更や追加がある場合や、連帯保証人又は保証人、本人以外の連
絡先（国内連絡者）の人物を変更する場合は、すぐに本機構に届け出てください。

（１）振替用口座について
　奨学金の返還は、口座振替（引落し）により行います。
　奨学生が卒業（修了）後に返還するお金が後輩の貸与奨学金として直ちに利用されていくこ
とから、本機構では返還に使用する口座を「リレー口座」と呼んでいます。

（２）振替用口座への加入手続
　金融機関の窓口へ「口座振替（リレー口座）加入申込書【窓口用】」を提出してください。そ
の後、本機構が指定する期日までに「口座振替（リレー口座）加入申込書」[様式３] の「預・
貯金者控」のコピーを本機構へ提出してください。

●奨学金の振込口座と同じ口座で返還する場合でも、必ず加入手続きが必要です。



<奨学金の種類>
あなたが貸与を受けた奨学金の種類が印字されています。
・貸与種別　第一種：無利子　・海外大学院　　機関保証：保証機関の連帯保証を受ける制度
　　　　　　　　　　　　　［両方の保証制度］人的保証：連帯保証人及び保証人の保証を受ける制度

<借用金額>
一つの奨学生番号で借用した金額（元金）の合計です。
月額の変更をした場合も反映されています。

<貸与の状況>
海外の学校で貸与を受けた奨学金の明細です。
貸与期間、月額等を確認してください。

<返還の条件（目安）>
あなたが選択した割賦方法による返還期日、
返還回数、割賦金、総支払い額等を確認して
ください。

<奨学生本人>
あなたの奨学生番号、住所（返還誓約書又は住所変更
届で届け出た住民登録住所）、電話番号、氏名、生年
月日、性別などです。
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第一種返還確認票（見本）

令和　5　年　 　9　月 　　1   日

10 10 10
奨学　まなぶ
ｼﾖｳｶﾞｸ　ﾏﾅﾌﾞ
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①返還誓約書又は連帯保証人・保証人等変更届で届け出た連帯保証人です。
②返還誓約書又は連帯保証人・保証人等変更届で届け出た保証人です。
③確認書又は連帯保証人・保証人等変更届で届け出た国内連絡者です。
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※本ページの「貸与奨学金返還確認票」（見本）は、「貸与奨学生のしおり」作成時点のものです。
　ご了承ください。
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第三部　返還

図解 2  < 貸与終了から返還完了まで >

貸与終了時

返還中

在学猶予 延滞の発生

個人信用情報機関
への登録

保証機関からの
一括請求

機構からの一括請求

代位弁済

代位弁済
完済

延滞
解消

減額返還

返還期限猶予

在学している場合に手続き

返還できない事情が
生じた場合に願出

返還できない事情が
生じた場合に願出

適用期間は毎月の返還額の1/2
又は1/3を返還

※減額返還適用期間に応じた分の返還期間
　を延長して返還します。

※返還が困難になった場合は救
　済制度を利用する等、延滞と
　ならないようご注意ください。

■返還に係る書類の受取り■

振替用口座（リレー口座）から返還

①「返還のてびき」（ダイジェスト版）

②「貸与奨学金返還確認票」
③「口座振替加入申込書」　★要手続

貸与奨学生のしおり

適用期間終了

適用期間終了

適用期間終了

（救済制度の利用）
＜返還が困難になった場合（79～81ページ参照）＞ 

貸与奨学生のしおり
＜延滞した場合（81ページ参照）＞ 

通

常

返

還

返 還 完 了

※減額返還・返還期限猶予の最新の制度の内容は、本機構のホームページ等をご確認くだ
さい。

●貸与終了時には、振替用口座（リレー口座）の手続きが必要です（本資料47ページ参
照）。

●貸与終了の翌月から数えて７か月目から返還が始まります（貸与奨学生のしおり74
ページ参照）。

●返還が困難になった場合は、救済制度（貸与奨学生のしおり79～81ページ参照）があ
りますので、本機構にご相談ください。
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